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新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた令和３年度の学校行事について 

 

平素から、新型コロナウイルス感染症対策については、お子様の健康管理や手洗い・マスクの着用

等、ご協力いただきありがとうございます。 

さて、新型コロナウイルス感染症については、県内で急速に感染が拡大し、感染力の高い可能性が

指摘されている変異株の感染事例が増える中、児童生徒の感染者も増加しています。 

本校の新型コロナウイルス感染症対策については、令和３年４月８日付けでお知らせしたとおりで

すが、昨今の感染状況などを踏まえ、今年度の学校行事について検討した結果、次のとおりとさせて

いただきます。学校行事は、お子様の学びに重要な機会ですが、お子様への感染リスクを避け、安全

安心な教育活動を行うため、各行事が「三密、感染リスク、不特定多数の方との接触」などの観点か

ら感染防止を図ることができるかどうかで決定しましたので、ご理解とご協力をいただきますようよ

ろしくお願いいたします。 

なお、行事の実施にあたりましては、徹底した感染防止策をとりながら進めてまいりますので、詳

細については、行事ごとに後日改めて連絡します。また、今後の感染状況により、変更となる場合も

ありますので、必要な情報は、その都度お知らせします。 

現在、４月２６日（月）～５月１６日（日）までは、県内全域で「新型コロナウイルス変異株への

緊急対策」期間とされています。ご家庭での生活においても、さらなる感染症対策の徹底をよろしく

お願いいたします。 

記 

Ⅰ 学校行事について 

１ 校外での活動をともなう行事 

（１）校外学習：人混みの少ない場所で、感染対策が十分とれる活動を実施。 

（２）宿泊学習：入浴や就寝など、感染リスクが高い活動を避けることが出来ないので、中止。 

（３）修学旅行：感染リスクが高い活動を避け、県内・日帰り・感染対策が十分とれる活動を実施。 

（４）交流・共同学習：交流先の学校や関係機関の意向を踏まえながら、感染対策を十分とり実施。 

           （例）おかげ市、近隣学校との交流、清掃活動、居住地校交流等  

２ 外来者による行事 

（１）教育実習等：実習前２週間の健康記録等の提出を求め、感染対策を徹底した上で実施。 

（２）よみきかせ：感染対策を徹底して実施。 

３ 進路に関する行事 

（１）現場実習・事業所見学：事業所等と受入体制を協議し、感染対策を徹底して実施。 

（２）学校説明会：外来者の人数制限等、感染対策を徹底して実施。  

４ 実施方法を変更して行う学校行事 

（１）参観日・運動会・せいび祭：時間短縮・人数制限等、感染対策を徹底して実施。 

５ 中止する活動 

（１）プール学習：指導・更衣時の接触等、感染リスクが高い活動を避けることができないので中止。 

Ⅱ 家庭での感染対策について 

（１）健康観察の徹底：連休中も、何か変わったことがあれば、学校へ連絡してください。 

（２）マスクの着用：マスクの着用は、感染防止に有効です。よろしくお願いします。 

（３）感染拡大地域への外出：不用不急のお出かけは、極力控えてください。 

（４）ＰＣＲ検査：お子様やご家族の方が、ＰＣＲ検査を受けた場合は、直ちに学校へ連絡をお願い

します。ＰＣＲ検査結果が出るまでは、登校を控えていただくことがあります。 

 ◇学校電話：０８６５－６３－１６０３ ◇学校携帯：０８０－２９４１－４４４７ 
               ※ご不明な点がある場合は、各部教頭へ連絡してください。 



【 参 考 】  

※新型コロナウイルス感染症対策について、再度確認をお願いします。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

新型コロナウイルス感染症感染対策について〔一部抜粋〕 
                              R3.4.8  

１ 登校に関するお願い 

（１）登校前には、体温測定を行い、毎日必ず記録をお願します。お子様に発熱等の風邪症状がある 

場合は、登校を控えてください（その場合は、出席停止となります。）また、送迎される方も体 

温測定を行い、発熱等の風邪症状がある場合は、来校を控えてください。 

なお、現在の本県の感染状況は、国が定めた「地域ごとの行動基準」の「レベル２」に該当 

  しますので、同居する家族に発熱等の風邪症状が見られる場合についても、お子様の登校を控え

てください。（その場合は、出席停止となります。）〔レベルが変更の場合は、その都度連絡します。〕 

（２）医療的ケアを必要とするお子様や、基礎疾患等があるお子様で、主治医や学校医への相談によ 

り、登校を控えるべきと判断された場合は、出席停止となります。 

（３）感染防止のため、登校（来校）時は、マスクの着用をお願いします。 

（４）学校では、登校時や給食前などに、アルコールを使用してお子様の手指消毒を行います。アル 

コールのアレルギーがある場合は、担任まで連絡してください。 

（５）現在、公共交通機関やスクールバスで登下校されているお子様について、多くの方と一緒に移 

動するのが不安な場合は、ご家庭での送迎をお願いします。 

２ ご家庭での生活に関するお願い 

（１）ご家庭でのお子様の健康観察や、手洗いの徹底をお願いします。 

（２）外出の際は、マスクの着用を行い、出来るだけ人混みをさけるようお願いします。 

（３）感染リスクが高いと考えられる会食については、長時間・大人数での会食を避けるなど、感染 

防止対策の徹底をお願いします。 

（４）感染が拡大している地域への旅行等については、慎重な検討をお願いします。 

（５）お子様やご家族の方がＰＣＲ検査を受けた場合、何か変わったことがあった場合は、直ちに学 

校へ連絡してください。   ◇学校電話：0865-63-1603  ◇学校携帯：080-2941-4447 

３ 感染対策のために学校で行うこと 

（１）お子様の健康観察を徹底し、発熱等の風邪症状がある場合は、連絡します。 

（２）手洗いや、アルコールでの手指消毒について、指導や支援を行います。 

（３）マスクの着用について、指導や支援を行います。 

（４）教室やトイレのノブなど、多くの児童生徒が手を触れる箇所について、始業前と放課後にアル 

コール等で消毒します。 

（５）休憩時間等には、その都度、窓を開けて換気を行います。 

（６）多くの児童生徒が集まる状況を避け、小グループで授業を行うなど、授業方法を工夫します。 

（７）給食前は、手洗いを徹底するよう支援します。また、食事の際、隣の人との距離をとること、 

向かい合わせを避けるなど、衛生的な環境の確保に留意します。 

（８）教材や教具について共用を避け、共用する場合は、アルコール消毒を徹底します。 

（９）外部の来校は必要時のみとし、来校者の人数制限を設けるなど、外来者との接触を避けます。 

（10）通学時、公共交通機関の混雑を避けるため、乗車の時刻を遅らせる場合は、事前に学校へ連絡 

願います。その際は、遅刻扱いとはなりません。 
 
 



１ 中止する学校行事 

（１）宿泊や校外での活動を伴う行事 

 （例）修学旅行、校外学習、宿泊学習、清掃活動、居住地校交流等 

 活動することにより、お子さまへの感染リスクが高いため、中止します。 

（２）複数の外来者により行う行事 （例）よみきかせ 

 複数の方との交流により、感染リスクが高いため、中止します。 

２ 実施方法を変更して行う学校行事 

（１）運動会   （２）せいび祭 

 ３密を避け、時間短縮・感染対策を十分行った上で、例年とは異なる方法で 

実施します。詳細は、後日改めて連絡します。 

３ ご家庭へのお願い 

（１）夏季休業中も、引き続き、お子さまの健康管理をお願いします。 

（２）県外へ出かけられる場合は、外出先の感染状況に注意してお願いします。 

（３）お子さま及び同居のご家族について、次の事項に該当がある場合は、直ちに学校へ連絡してく

ださい。 

    ①体調不良により病院を受診し、ＰＣＲ検査を受けることになった場合 

②①のＰＣＲ検査結果が判明した場合（「陽性」・「陰性」にかかわらず連絡し 

てください。） 

③保健所により、新型コロナウイルス感染症濃厚接触者に特定された場合 

     ◇学校電話：０８６５－６３－１６０３ 
     ◇学校携帯：０８０－２９４１－４４４７ 
               ※ご不明な点がある場合は、各部教頭へ連絡してください。 

 


